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第１章 総  則 

１－１ 目 的 

水道水中の鉛濃度については、人体への悪影響を防止するため、平成４年１２月の水質基

準の改定により、従来の「０．１mg/ℓ以下」から「０．０５mg/ℓ以下」に強化され、さ

らに、平成１５年４月には「０．０１mg/ℓ以下」に強化された。この水道水中の鉛濃度に

関する動向を踏まえ、本市では、平成５年に「給水に関する調査研究委員会」を設置し、鉛

溶出と鉛管延長及び水温との関係などについて調査検討を行い、平成１３年３月に浄水場に

おける水質改善（pH 調整による鉛溶出の制御）や鉛製給水管更新事業などについて方針決

定し、平成１５年の水質基準の強化に対応したところである。しかし、平成１８年３月末に

おける残存件数は約６３，４００件（平成２６年３月末 約４２，５００件）と多く、更新

完了までには数十年単位の期間が必要な状況である。 

また、平成１６年６月に厚生労働省が策定した「水道ビジョン」においては、「安心・快

適な給水の確保に係る方策」として、「鉛製給水管総延長を５年後に半減し、できるだけ早

期にゼロにする。」とした施策目標を掲げており、鉛製給水管の更新に向けた積極的な取り

組みが求められている。 

一方、配水管整備事業の改良工事における給水管の取り扱いについては、道路端部の側溝

など構造物手前の公道下まで取替えを行っているが、公私境界部の既設給水管との接続部

（側溝下）には未改良の老朽給水管が残っている。近年では、この老朽給水管からの漏水が

原因で家屋や他企業の占用管に被害を与え被害補償を行った事例が発生しており、３階直結

給水に対応するため、配水管の水圧を従来よりも高いレベルでコントロールしている今日で

は、官民境界付近に未改良箇所として残る老朽給水管の存在は、重大な補償問題に発展する

危険を有している。 

 以上、鉛製給水管の更新状況と水道ビジョンにおける政策目標、老朽給水管の現状を踏ま

え、鉛製給水管の取替えの促進を経済的かつ効率的に図るとともに、老朽給水管の漏水事故

を防止するため、配水管整備事業（改良工事）においては、本基準に基づき給水管の取替え

を実施するものである。 

 
  

１－２ 取替範囲 

 取替範囲については、表 1-1 のとおりとする。 

 

 表 1-1 

口径 管  種 その他の条件 取 替 範 囲 

50 ㎜

以下 

鉛 管   メーター先 60cm まで 

鋼 管 
概ね 10 年を経過

した管 

公私境界より２ｍまで。ただし、

宅地内止水栓（弁）かメーターが

２ｍ以内にあるときは、それの手

前まで。 

ビニール管   同  上 

ポ リ エ チ レ ン 管

（１層管） 

平成 4 年度以前

に布設した管 
メーター手前まで 

上記以外の給水管 公私境界まで（従来どおり） 
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１－３ フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マッピング等の資料収集

設計委託の指令

給水装置工事

設計書（写）の貸与

指 示

事業概要の説明

※訪問調査確認票に確認サイン
（様式第２号、３号、４号）

宅地内給水管
の取替希望の

協 議

給水管取替依頼書
必 要

（様式第５号）

宅地内調査

建物等調査

給水管取替依頼書
不 要

※施工範囲は公私境界まで

設計積算の実施

起 工

※取替調査票の整理
（様式第６号）

事
前

調
査

宅
地

内
訪

問
調

査

依頼書・取替調査票の
引継ぎ

※設計者→監督員

訪問説明
※工事内容の再確認・日程調整等

着 工

追加要望の報告
※速やかに局監督員へ

検 査

完了確認
※依頼書を速やかに局監督員へ

（様式第５号）

取替調査票の整理
※局監督員へ提出

取替調査票、完工図の提出
（支払時に事業調整課へ）

設
計

段
階

施
工

段
階

有 無

給水装置工事設計書の

返却

指令範囲の図面を
節水推進課へ提出

様式第４・５・６号の保管

（各課毎まとめて保管）

依頼書（コピー）の提出
（完工図と共に管路情報係へ）
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第２章 設計積算に関する事項 

 

２－１ 事前調査 

（１）給水装置工事設計書の貸与及び調査 

 水道局担当者は、給水装置工事設計書（給水台帳）の写しを委託調査員へ貸与する。 

委託調査員は、貸与された給水装置工事設計書（給水台帳）を基に、口径・管種・布設年

度を調査し、「１－２ 取替範囲 表 1-1」に基づき取替範囲が宅地内となるか否かを確認す

ること。 

調査の結果、不明な点については速やかに水道局担当者へ報告し、指示を受けること。 

なお、貸与された給水装置工事設計書（給水台帳）は、成果品とともに水道局担当者に返

却すること。 

 

２－２ 宅地内訪問調査 

 事前調査の結果、取替範囲が宅地内となる場合は、現地調査時に宅地内訪問調査を実

施する。 

 

（１）不在の場合の措置 

 現地調査時に対象給水管の所有者が不在の場合は、「水道本管の取替工事に伴う給水管の訪

問調査のお知らせ（様式第２号）」を投函し、日程調整を行うこと。空き地等で「訪問調査の

お知らせ」が投函できない場合や空家で所有者から連絡がない場合は、水道局担当者が必要

に応じて法務局調査等を実施し、所有者の所在の確認に努めること。 

 

（２）委託調査員証の着用 

 宅地内訪問調査にあたっては、水道局発行の「委託調査員証（様式第１号）」を必ず胸部の

目立つ位置に着用すること。 

 

（３）事業概要の説明 

 水道局作成のリーフレット「水道本管の取替工事に伴う宅地内給水管取替について（様式

第３号）」を所有者に手渡し、宅地内給水管取替の目的と取替範囲及び復旧方法等の事業概要

を説明する。説明後、「宅地内給水管取替の訪問調査確認票（様式第４号）」の確認サイン欄

に所有者のサインをお願いする。 

 

（４）工事の依頼 

 所有者（依頼者）が宅地内給水管の取替を希望した場合は、「給水管取替工事依頼書（様式

第５号）」の提出を求める。（押印は認印も可） 

なお、土地所有者と給水管の所有者が異なる場合は、「給水管取替工事依頼書」の委任状欄

に土地所有者の署名、捺印を求めること。 

 

（５）宅内調査 

 所有者立会いのもと、事前調査資料を基に宅地内の止水栓（弁）及びメーターの位置や給

水管取替の支障物件等を調査し、施工方法を説明のうえ取替範囲を現地で確認すること。ま

た、給水管取替ルートの状況写真を撮影すること。 

 

（６）苦情処理 

 調査に起因する苦情処理は、委託調査員において迅速に対応し、その結果を速やかに水道
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局担当者に報告すること。 

 

（７）建物等調査 

 工事に伴い補償問題が懸念される物件等については、その所有者の立会いのもと状況を確

認し写真を撮影すること。また、水道局担当者と十分に協議しトラブル防止に努めること。

特に土間コンクリート部等のひび割れ箇所は重点的に写真を撮影すること。 

 

（８）宅地内給水管取替調査票の提出 

 宅地内訪問調査の結果や連絡事項を「宅地内給水管取替調査票（様式第６号）」の設計時欄

に記入し成果品とともに水道局担当者に提出すること。 

水道局担当者（設計者）は、起工時に設計図書とともに「宅地内給水管取替調査票」を局

監督員に引継ぐこと。 

 

（９）提出資料 

 提出資料は以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３ 掘削・復旧断面 

  宅地内給水管取替に係る掘削・復旧断面は以下のとおりとする。 

 

（１）標準掘削断面 

 

  

 

 

 

 

 

 

（２）標準復旧構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提　　出　　書　　類 提　　出　　条　　件

貸与された給水装置工事設計書（給水台帳）の写し 必　須

宅地内給水管取替の訪問調査確認票（様式第４号）
事前調査の結果、取替範囲が宅地となる
場合

給水管取替工事依頼書（様式第５号） 宅内給水管取替の依頼がある場合

宅地内給水管取替調査票（様式第６号）
事前調査の結果、取替範囲が宅地となる
場合

再生密粒度アスコン

再生クラッシャラン

発生土

（アスファルト）

5cm

10cm

コンクリート

再生クラッシャラン

発生土

（コンクリート）

10cm

10cm

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ（発生品）

再生クラッシャラン

発生土

（インターロッキング）

6cm(8cm)

10cm

3cmサンドクッション

※掘削範囲内にメーターボックスが含まれる場合は、 

      メーターボックス分として 0.1 ㎡を控除する。 

メーター部
φ13～25 φ40～50 φ13～25

Ａ 0.30 0.30 0.50

Ｂ 0.30 0.30 0.50

Ｈ 0.35 0.36 0.35

Ｌ ― ― 0.80

口　　　径
区分

寸法
(ｍ)
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２－４ 配管例 

  管種別の配管例は以下のとおり。 

 

（１）鉛管の場合 

    施工範囲…メーター先 60cm までとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ポリエチレン管（１層管）の場合 

    施工範囲…メーター手前（伸縮バルブを含む）までとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再生クラッシャラン

発生土

（砂利）

10cm

発生土

（土砂）

メーター

取 替 範 囲（メーター先60cmまで）

伸縮バルブ

止水栓

M

公道 宅地

公私境界

ポリエチレンスリーブ

逆止弁

（既設止水栓が

ある場合は設置）

メーター

取 替 範 囲（メーター手前まで）

伸縮バルブ

止水栓

M

公道 宅地

公私境界

ポリエチレンスリーブ

（既設止水栓が

ある場合は設置）
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（３）鋼管・ビニール管の場合 

    施工範囲…公私境界より２m までとする。 

         ただし、宅地内止水栓（弁）かメーターがそれ以内にある場合は、 

         それの手前までとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）メーター回り配管例（φ25 ㎜以下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メーター回り配管例（φ40～50 ㎜；鋼管の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メーター

取 替 範 囲

伸縮バルブ

止水栓

M

公道 宅地

公私境界

ポリエチレンスリーブ

メーター手前までの場合の接続

メーター先までの場合の接続
※接続方式は設計積算要綱に準じる

止水栓手前の場合の接続

青銅仕切弁手前の場合の接続
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２－５ その他 

（１）図面関係 

  ・平面図には給水管の取替範囲を太線で表示し、管径、延長、管種、復旧方法、水栓番号、

家屋名を明記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設計図書には標準掘削断面図及び標準復旧構造図を添付すること。 

 

（２）その他 

 ・給水管配管については、設計積算要綱及び給水装置工事設計施工基準による。 

 ・起工後に宅地内給水管取替の追加要望があった場合は、設計変更にて対応することを原

則とし、工程上、設計変更が困難なときは事業調整課と対応を協議すること。 

 

 

第３章 工事施工に関する事項 

 宅地内給水管取替に係る依頼者との打合せや現場調査及び写真管理等については、以下のと

おりとする。 

 

３－１ 訪問説明 

（１）工事内容の再確認等 

 請負者は工事契約後、依頼者（所有者）に対し工事内容の再確認を行い、工事に伴い補償

問題が懸念される物件等がある場合は、必要に応じて、その物件の所有者と立会いのもと状

況写真を撮影し局監督員と協議すること。また、施工時期等についても事前に調整すること。 

 

（２）検査時の立入り承諾 

 請負者は、完了検査の日が決定したときは、完了検査の前までに検査のための宅内への立

入りについて、依頼者（所有者）の承諾を得ること。また、検査の結果、手直しの指摘があ

れば再工事を行うことについても承諾を得ておくこと。 

 

（３）完了確認 

 完了検査の終了後、請負者は、依頼者（所有者）と工事完了の確認を行い、「給水管取替工

事依頼書（様式第５号）」の工事完了確認書欄に署名、捺印をもらうこと。また、依頼者（所

有者）には、その写しを渡し、原本は速やかに局監督員に提出すること。 

※Ｌ＝○ｍは給水管総延長、宅○ｍは宅内部の延長  

Co 復旧  
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（４）宅地内給水管取替調査票の提出 

 請負者は、事前打合せ及び完了検査時の立入り承諾の結果を「宅地内給水管取替調査票（様

式第６号）」の施工時欄に記入し、完了検査の前日までに局監督員に提出すること。 

 

（５）追加要望の対応 

 請負者は、工事中に宅地内給水管取替の要望があったときは、速やかに局監督員に報告す

ること。 

 

 

３－２ 施工管理 

（１）写真管理 

【工事記録写真（提出用）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工事写真整理帳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ※その他、必要に応じて局監督員と協議し写真管理を行うこと。 

 

（２）黒板記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋戻工 

完了  

GL 下り 100 

ｔ＝250 
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（３）完工図の作成 

 完工図（平面図）には、取替範囲が公私境界までのものを含め、取替えた給水管を太線で

明確に表示し、水栓番号、家屋名、口径、管種、延長、復旧方法を明記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３ 工事完了後の事務 

  監督員は，工事完了後，速やかに宅地内給水管取替調査票（様式第６号），完工図（平面図

のみ）各１部を事業調整課事業調整第１係に提出すること。 

  また，給水管取替工事依頼書（様式第５号）は，管路情報係への完工図提出の際に，１工 

事分をまとめて提出（写しで可）すること。様式第５号の提出が遅れる場合は，先に完工図 

を提出するものとし，遅れて様式第５号を提出する際に完工図の写しを添付すること。 

  なお，様式第５号の提出の有無については，各管整備課工事係にて管理を行うこと。 

 

Co 復旧  
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（様式第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 側

№委 託 調 査 員 証

氏名 （会社名 ）

上記の者は、福岡市水道局の「○○
地区配水管布設設計委託」の現場調査
業務に、従事していることを証明する。
有効期限 平成 年 月 日
発行者）（

福岡市水道局
水道事業管理者 ○○ ○○

印（担当課）○○課
連絡先 092-４８３-３０６２

裏 側

注 意

本従事者証は、必ず胸に付け提示すること。１．

２．本従事者証は、他人に貸与、又は、譲渡しないこと。

３．本従事者証を紛失、又は、き損したときは直ちに届

出をすること。

４．本従事者証は、業務に従事しなくなった場合、又は、

効期限を経過したときは直ちに返納すること。
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（様式第 2 号） 

 

水道本管の取替工事に伴う給水管の訪問調査のお知らせ 

 

平成  年  月  日 

 

日頃から福岡市の水道事業について，ご理解ご協力を賜り心より厚く御礼申し上げます。 

さて，福岡市水道局では，お客さまが使用されている給水管からの漏水を事前に防止するため，水道

本管の取替え工事に合わせて，老朽化した給水管の取替えを水道局の負担において実施しております。 

つきましては，水道局から委託を受けた調査員がお伺いし，水道本管から水道メーターまでの給水管

の調査，また，取替え範囲等の説明および相談を実施させていただきたいと思います。 

何卒，今回の訪問調査に，ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

訪問予定日   平成  年  月  日（ 曜日） 午前・午後  時頃 

 

訪問調査員   会 社 名： 

        氏  名： 

        電話番号： 

 

訪問調査の内容 

① 調査時間は約 30 分程度です。 

② 調査範囲は，道路上の水道本管から水道メーターまでです。 

③ 家屋内の調査はありません（外回りのみ調査）。 

※ 訪問調査員は，福岡市水道局が発行した訪問調査員証を携帯しており，お客さまに浄水器等の

水道用品を斡旋販売することはありません。 

 

お客さまへのお願い 

上記の訪問予定日では，お客さまがご不在であるなどして対応が難しい場合は，恐れ入りますが， 

上記の訪問調査員までご連絡していただきますよう，よろしくお願いいたします。 

なお，平成  年  月  日（ 曜日）については，近くで訪問調査等を行っておりますので、 

ご連絡いただければお伺いいたします。 

 

 

ご不明な点がございましたら，下記の窓口にお問い合わせください。 

問い合わせ窓口 

福岡市水道局配水部  管整備課    係 

担 当 者： 

電話番号：092-483- 

 

 福岡市水道局のマスコットキャラクター 

『 フクちゃん 』 
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（様式第３号） 

（表） 

水道本管の取替工事に伴う宅地内給水管取替について  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 水道本管の取替え工事に伴う宅地内給水管取替とは 

福岡市水道局では，漏水防止のため古くなった水道本管の取替え工事を行っています。 

それに合わせて，お客さまが使用されている給水管からの漏水を事前に防止するため，お客さまの

給水管が鉛製給水管を使用されている場合は水道メーターまで，その他の古い給水管を使用されてい

る場合は公私境界から概ね２ｍまでの範囲で，無料（一部例外あり。詳しくは裏面をご覧ください。）

で取替え工事を行うものです。 

つきましては，水道局が委託した訪問調査員において給水管の使用状況を確認し，調査いたします。 

調査後，取替え工事に該当したものについて，お客さまが取替え工事を希望される場合は，依頼書

にご記入をお願いします。 

なお，取替え工事の実施時期等については，後日あらためてご連絡いたします。 

 

□ 訪問調査員および取替え工事に関する問い合わせ窓口 

訪問調査に関する問い合わせ窓口 

訪問調査員  会 社 名： 

       氏  名： 

       電話番号： 

 取替え工事に関する問い合わせ窓口 

福岡市水道局配水部  管整備課     係 

担 当 者：  

電話番号： 092-483- 

 

 

 
 

給水管 

止水栓 

水道本管 

公私境界 

 給水装置はお客さま（所有者）の財産 

境界より 
概ね 2ｍ 

水道メーターは 
水道局の財産 

水道本管の取替工事に伴う給水管取替の範囲 

メーターボックス 
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（様式第３号） 

（裏） 

□ お客さまの宅地内給水管取替に伴う費用負担について 

給水管取替え工事は，水道局の費用負担において無料で施工を行うことができます。 

ただし，タイル等の特殊な仕上げ（復旧）を必要とする場合は，お客さまに費用負担をしていただく

ことになります。 

  

１．水道局が施工できる範囲 

（水道局の費用負担によって，復旧工事を行うことができる範囲） 

・土砂，または砂利による復旧        ・コンクリート，アスファルト 

またはインターロッキングによる復旧 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ※インターロッキングは発生品を流用 

 

 

２．水道局が施工できない範囲 

（お客さまの費用負担によって，別途復旧工事を行っていただく範囲） 

・タイル等の特殊な仕上げによる復旧     ・芝生による復旧 

                       ・樹木，植栽等の移植および復旧 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事箇所が 

土砂，または砂利の場合 

工事箇所が 

 コンクリート，アスファルト 

またはインターロッキングの場合 

工事箇所が 

タイル等の特殊な仕上げの場合 
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（様式第４号） 
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（様式第５号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井上 隆治  

井上 隆治  

、メーター先○○ｍの 

14065
テキストボックス

14065
テキストボックス

14065
テキストボックス

14065
テキストボックス

14065
テキストボックス
○○　○○

14065
テキストボックス
○○　○○
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（様式第６号） 
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（様式第６号）記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考資料） 

 

 



 

 
 

- 20 - 

 現 説 用 

 

 

訪 問 説 明 内 容  
（現場代理人腕章を着用すること）  

 

 

【  着手前  】  
 

 水道工事の仕事をします○○建設の現場代理人○○申しますが、給水管の取

り替え工事について説明に参りました。  

先に給水管取替依頼書を頂いておりますが、工事内容の再確認と施工時期の

調整をさせて頂きたいと思いお伺い致しました。 

※給水管取替依頼書を提示し一つ一つ確認を取る） 

 

 工事完了後、検査がありますので当日の立入りの承諾をお願いします。  

 検査の日時につきましては、決まり次第ご連絡いたします。  

 

 

【  検査前  】  
 

 検査日が、○月 ○日 ○時からに決定したのでお知らせにきました。  

当日の宅地内への立入りの承諾をお願いします。  

 

 検査が終わりましたら、現地確認のうえ「工事完了確認書」に署名・捺印（認

印でも可）をお願いします。  

  

 

 

 

訪問・現場調査等に係わる注意点 

 

（１）工事内容の再確認時に、工事に伴い補償問題が懸念される物件等があ

った場合は、必要に応じて、その物件の所有者と立会いのもと状況写真

を撮影し監督員と協議すること。 

（２）特にひび割れ等が生じている箇所は重点的に撮影する。また、工事に

支障をきたす物件等があった場合は、お客様と確認して対処すること。 

（３）検査終了後お客様と施工完了の確認を行い、「給水管取替工事依頼書」

の「工事完了確認書」に署名・捺印（認印でも可）していただき、写し

を渡し、原本は速やかに監督員に提出すること。 

（４）調査及び施工時の苦情処理等については「管整備工事(改良)に伴う宅

地内給水管取替調査票」に取りまとめ、監督員に報告すること。 
 
 




